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１．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

１－１．業務の適正を確保するための体制

　当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並

びにその他業務の適正を確保するために「内部統制システム構築の基本方針」として、

以下の内容を取締役会において決議しております。

（１）　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

①「コンプライアンス管理規程」に基づき、取締役及び使用人に対して必要な啓

蒙、教育活動を推進する。

② 公益通報者保護法に対応した内部通報制度を構築し、コンプライアンスに対す

る相談機能を強化する。

③ 代表取締役社長が選任した、他の部門から独立した内部監査室が各部門の業務

執行及び、コンプライアンスの状況等について、定期的に内部監査を実施し、そ

の評価を代表取締役社長及び監査役に報告する。

④ 反社会勢力に対しては、「反社会勢力対処規程」に基づき、いかなる場合にお

いても、金銭その他の経済的利益を提供しないことを基本姿勢とし、これを社内

に周知し明文化する。

（２）　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報について

は、文書または、電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」「稟議および

申請規程」等に基づき、適切に保存及び管理する。

② 取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧することができる。

（３）　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 取締役会は、コンプライアンス、個人情報、品質、セキュリティ及びシステム

トラブル等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備するとともに、定期

的に見直しを行う。

② リスク情報等については、取締役会等を通じて管掌役員より取締役及び監査役
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に対し報告を行う。

③ 不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長指揮下の対策本部を設置し、

必要に応じて法律事務所等の外部専門機関とともに、迅速かつ的確な対応を行

い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。

（４）　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 取締役会は「取締役会規程」に基づき、法定事項の決議、経営に関する重要事

項の決定及び業務の執行の監督等を行う。毎月１回の定時取締役会を開催するほ

か、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催

する。

② 取締役は、代表取締役社長の指示の下、取締役会決議及び社内規程等に基づき

自己の職務を執行する。各取締役は、取締役及び監査役に対して状況報告を行う

ほか、会社経営に関する情報を相互に交換する。

③ 各部門においては、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」に基づき権限の移

譲を行い、責任の明確化を図ることで、迅速性及び効率性を確保する。

（５）　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

① 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制とし

て、「関係会社運営規程」に基づき、当社管理担当部門が経営等に関する資料の

提出を求めるとともに、当社の取締役会への定期報告を求める。

② 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制として、子会社の損失の

危険の管理体制を構築するため、当社は危機管理及びリスク管理に関する社内諸

規程等を整備し、子会社のリスクを管理する。また、子会社に重要な法令違反そ

の他コンプライアンスに関する重要な事実等を発見した場合、遅滞なく当社の代

表取締役社長を通じて、当社の取締役会に報告し、同時に当社の監査役へ報告す

る。
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③ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

として、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会社から定期的に業

務報告を受け、重要事項は関係会社運営規程に基づき事前に当社の承認を得るこ

となどにより、子会社の取締役等の職務執行の効率を確保する。

④ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制として、当社の役員等が子会社の役員等に就任するほか、当

社の監査役及び内部監査室による監査により、業務の適正性を検証する。

（６）　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用

人に関する事項、並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使

用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役と協議

の上、必要に応じて監査役の職務を補助する使用人を配置する。監査役は、監査役

の職務を補助する使用人の選任、考課に関して意見を述べることができるものとす

る。また、配置された監査役の職務を補助する使用人は、その補助業務に関しては

監査役の指揮命令下で遂行することとし、取締役からの指揮命令は受けないものと

する。

（７）　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関す

る体制

① 取締役は、監査役の出席する取締役会その他重要な会議において担当する職務

の執行状況を報告する。

② 取締役及び使用人は、法令・定款に違反する恐れのある事実や当社及び子会社

等に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した時は、直ちに監査役に報告す

る。又、内部通報制度に基づく通報があった場合は遅滞なく監査役に報告する。

なお、監査役も内部通報制度の通報窓口であるため、使用人は内部通報制度を用

いて監査役に直接報告することもできる。

③ 監査役は、稟議書等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に

何時にでも説明を求める事が出来る。監査役から説明を求められた場合には、取

締役及び使用人は遅滞なく監査役に報告する。

④ 監査役に報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱い
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を行うことを禁止し、その旨を取締役及び使用人等に周知徹底する。なお、内部

通報制度における通報者については、解雇その他いかなる不利益取扱いも行って

はならないことや、通報者等に対して不利益取扱いや嫌がらせ等を行った者がい

た場合には、就業規則に従って処分を課すことができる旨等を「内部通報および

公益通報者保護規程」において定め、その保護を図るものとする。

（８）　子会社の取締役及び使用人が当社監査役に報告するための体制

① 子会社の取締役及び使用人は、法令及び規程に定められた事項のほか、当社の

監査役から報告を求められた事項について速やかに当社の監査役に報告するとと

もに、関連会社運営規程に基づき、当社の管理担当部門にも報告する。

② 当社の管理担当部門は、子会社の取締役及び使用人から、法令及び規程に定め

られた事項のほか、当社の監査役から報告を求められた事項について報告を受け

た場合には、速やかに当社の監査役にその内容を報告する。

（９）　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち重要な課題、情報に関し意見交換

を行う。

② 内部監査室は、監査役と連携を図り、情報交換を行い、必要に応じて監査役立

ち会いのもと内部監査を行う。

③ 取締役及び使用人は、監査役が会計監査人と会計監査の内容等についての情報

交換が充分に行える体制を整える。又、監査役が顧問法律事務所と何時にでも会

社経営全般についての法律相談を行える体制を整える。

④ 監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等を請求した場合は、当

該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用

の前払い等の処理をするものとする。

（10）　財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の信頼性を高めるため、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。
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１－２．業務の適正を確保するための体制の運用状況

（１）　取締役の職務執行について

　① 当社の取締役会は５名の取締役（うち社外取締役は１名）で構成されており、

毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催してお

ります。当事業年度において取締役会は20回開催されました。

０② 取締役会は取締役会規程等に基づき運営され、取締役会に付議又は報告すべき

事項が各取締役より上程されて経営上の意思決定がなされております。また、

取締役会には３名の監査役（うち社外監査役２名）が出席し、各取締役の職務

執行状況を監督しております。なお、取締役会で用いられた資料、議事録等は

文書または電磁的方法で記録・保管されております。

（２）　監査役の職務執行について

　① 当社の監査役会は３名の監査役（うち社外監査役は２名）で構成されており、

毎月開催される定時監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しており

ます。当事業年度において、監査役会は15回開催されました。

　② 監査役会は監査役会規程等に基づき運営され、常勤監査役からの会社の状況に

関する報告及び監査役相互による意見交換等が行われております。監査役は、取

締役会への出席、重要文書の閲覧、役職員への聴取並びに会計監査人及び内部監

査室との情報交換等により、取締役の職務執行について監視を行っております。

（３）　リスク管理及びコンプライアンスについて

　① コンプライアンス意識の徹底を図るため、コンプライアンス研修を半期に１度

開催し、定期的に教育を実施しております。また、入社時に教育を実施するほ

か、全社を対象に情報セキュリティ、コンプライアンスにかかる教育を実施しま

した。

　② 内部監査室により、法令、定款、社内規程等の遵守状況を監査項目に加え、会

社の業務が適切に行われていることを確認しております。

　③ コンプライアンス違反行為等を把握するため内部通報制度を設けているほか、

コンプライアンス違反行為等が発生した場合には防止対策の策定、全社に向けた

注意喚起を実施しております。
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２．剰余金の配当等の決定に関する方針

 当社は、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を目

指すため、内部 留保の充実が重要であると考える一方で、株主利益の最大化が重要な経

営目標の一つと認識しております。利益配分につきましては、業績の推移、財務状況、

今後の事業への投資計画等を総合的に勘案し、決定することを基本方針としておりま

す。

上記方針のもと、当期の業績が堅調に推移していることや財政状態を勘案した結果、期

末配当金を１株当たり16円とさせて頂くことを予定しており、第１号議案によりお諮り

いたします。
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(2022年４月１日から
2023年３月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 50,800 263,000 842,543 △ 26,703 1,129,641

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △19,126 △19,126

自 己 株 式 の 取 得 △51 △51

新株予約権の発行

新株予約権の行使 1,318 1,318 2,637

新株予約権の失効

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益

79,846 79,846

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 1,318 1,318 60,720 △51 63,306

当 期 末 残 高 52,119 264,319 903,264 △26,754 1,192,948

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計為替換算
調整勘定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 6,174 6,174 2,355 3,287 1,141,459

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △19,126

自 己 株 式 の 取 得 △51

新株予約権の発行 3,043 3,043

新株予約権の行使 2,637

新株予約権の失効 △74 △74

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益

79,846

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

2,083 2,083 ― 944 3,027

当 期 変 動 額 合 計 2,083 2,083 2,968 944 69,303

当 期 末 残 高 8,258 8,258 5,324 4,231 1,210,762

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）　金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

（１）連結の範囲に関する事項

①連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　　　　　　　４社

・連結子会社の名称　　　　　　　　　　株式会社アザナ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社ファングリー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社シンフォニカル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Vietry CO., LTD.

　なお、株式会社シンフォニカルについては、当連結会計年度において新たに設立

したことにより連結の範囲に含めております。

②非連結子会社の状況

該当事項はありません。

（２）持分法の適用に関する事項

・持分法を適用した関連会社　　　　　　１社

・持分法を適用した関連会社の名称　　　株式会社ソーシャルスタジオ

２．会計方針に関する事項

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

①棚卸資産

　仕掛品

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）を採用しております。

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

　定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備

は定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数はなお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　　５～50年

その他　　　　　　　　２～20年

－ 9 －



②無形固定資産

　自社利用のソフトウエアは、見込利用可能期間（５年以内）に基づく定額法によっ

ております。

（３）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

②賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備えるため、将来の賞与支給見込額のうち当期負担額を計上

しております。

（４）収益及び費用の計上基準

当社グループは、下記の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。

　ステップ１：顧客との契約を識別する

　ステップ２：契約における履行義務を識別する

　ステップ３：取引価格を算定する

　ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する

　ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する

　当社グループでは、顧客に対してオウンドメディア、経営サポート、ブランドコンサ

ル、Webコンサル、ネット広告等のサービスの提供をしております。

　オウンドメディアでは、主に、企業が自社で所有し、消費者に向けて発信するWebサ

イト、ランディングページ、バナー、パンフレット等の制作を行っております。

　ブランドコンサルにおいては、ブログやメールマガジン、SNSを活用し、顧客が収益

を拡大させるための記事コンテンツや動画コンテンツなどの企画・制作を請け負うコン

テンツ制作や、歯科タウン・Ha・no・ne等の自社メディアの運用等を行っております。

　Webコンサルにおいては、Webマーケティング戦略を立案し、サイトの分析を通じて課

題を明確にし、効率的な運用体制構築の支援等を提供しております。

　オウンドメディア、ブランドコンサル並びにWebコンサルのサービスの提供に関して

は、主に制作物の納品または役務提供により当該財またはサービスに対する支配が顧客

に移転し、当社グループの履行義務が充足されることから、当該一時点において収益を

認識し、また、一定の期間において当該権利を顧客が使用可能となるものやサービスを
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提供するものについては、当該一定の期間にわたり収益を認識しております。

　経営サポートにおいては、オウンドメディア構築を行った顧客に対し、成果を最大化

するためのサポート対応を行っております。具体的には、アクセス解析レポートの提

供、運用保守サービス等の提供を行っております。

　経営サポートに関しては主に契約期間の経過とともに履行義務が充足されるものであ

り、収益は当該履行義務が充足される契約期間における期間按分にて計上しておりま

す。

　ネット広告においては、主に各種広告媒体への出稿およびクリエーティブ・サービス

を含む広告制作や各種コンテンツ提供等のサービスの提供を行っております。

　ネット広告に係る各種媒体への出稿に関しては、主としてメディアに広告出稿がなさ

れた時点から契約期間の経過とともに履行義務が充足されるものであり、一定の期間に

わたり収益を認識し、収益は当該履行義務が充足される契約期間における期間按分にて

計上しております。

　当社グループのサービスの収益はいずれも、販売契約における対価から、値引きなど

を控除した金額で算定しております。また、契約の履行に対する主たる責任、在庫リス

ク、価格設定の裁量権等を考慮すると、本人としての性質が強いと判断されるため、収

益及び原価を総額で計上しております。

　また、取引の対価は、履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重

大な金融要素は含んでおりません。

３．会計方針の変更に関する注記

（１）時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

当社は、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　

2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の

期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に定める経過的な取扱いに従

って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用する

こととしました。これによる、連結計算書類への影響はありません。
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４．連結貸借対照表に関する注記

（１）有形固定資産の減価償却累計額　　 104,461千円

５．連結損益計算書に関する注記

　（１）顧客との契約から生じる収益

　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分し

て記載しておりません。顧客との契約から生じる収益は、「連結注記表　10.収

益認識に関する注記（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載

しております。
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６．連結株主資本等変動計算書に関する注記

（１）当連結会計年度末に発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　　1,625,200株

（２）当連結会計年度末における自己株式の種類及び総数

普通株式　　　　　 25,785株

（３）配当に関する事項

　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　2023年６月29日開催の定時株主総会の議案として普通株式の配当に係る事項として

次のとおり提案しております。

配当の総額　　　　　　25,590千円

１株当たり配当額　　　　　　16円

基準日　　　　　　2023年３月31日

効力発生日　　　　2023年６月30日

（４）当連結会計年度末における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないもの

を除く。）の目的となる株式の種類及び数

　　　2017年２月15日開催の取締役会決議による第４回ストックオプション

普通株式　　　　   14,200株
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７．金融商品に関する注記

（１）金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については流動性の高い金融資産で運用し、また、資

金調達については銀行等金融機関からの借入により調達しております。

②金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

　営業債務である買掛金、未払金は概ね３ヵ月以内の支払期日であります。借入金

は、主に運転資金として調達しております。

　投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体企業の信用リ

スク及び市場リスクに晒されております。

③金融商品に係るリスク管理体制

a.信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

　当社グループは、営業債権については、与信管理規程に従い、個別案件ごと

に取引先の状況をモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理すると

ともに財務状態の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

b.市場リスクの管理

　当社グループは、投資有価証券について定期的に時価や発行体(取引先企業)

の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して、保有状況を継

続的に見直しております。

c.資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）

の管理

　当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を

作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理し

ております。

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変

動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該

価額が変動することがあります。
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区分
連結貸借対照表
計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1)
長 期 借 入 金
（１年内返済予定の長
期 借 入 金 を 含 む ）

223,371 223,266 △104

負債計 223,371 223,266 △104

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

(1)

長 期 借 入 金

(１年内返済予定の

長期借入金を含む)

－ 223,266 － 223,266

負債計 － 223,266 － 223,266

（２） 金融商品の時価等に関する事項

　2023年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。なお、現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び

売掛金、買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等は、短期間で決済されるため

時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（３） 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応

じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場

価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なイ

ンプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それ

らのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最

も低いレベルに時価を分類しております。

　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

　　(1)長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場

合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル２の時価

に分類しております
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８．企業結合等に関する注記

　（共通支配下の取引等）

　当社は、2022年10月３日付で、当社のブランド事業のうち歯科医院を中心とした医療

顧客向け事業を会社分割（新設分割）し、新設する株式会社シンフォニカルに承継しま

した。

（１）取引の概要

　　①対象となった事業の名称及び事業の内容

　　　ブランド事業のうち歯科医院を中心とした医療顧客向け事業

　　②企業結合日

　　　2022年10月３日

　　③企業結合の法的形式

　　　当社を分割会社とし、新設会社である株式会社シンフォニカルを承継会社とする　

簡易新設分割

　　④結合後企業の名称

　　　株式会社シンフォニカル

　　⑤その他取引の概要に関する事項

　　　当社は「ブランドを軸に中小企業様のデジタルシフトを担う」をミッションに掲

げ、「ブランディング」や「デジタルマーケティング」のソリューションを提供す

ることで全国の中堅・中小企業3,300社の発展を支援しております。

　　　今般、当社の中核事業であるブランド事業のうち歯科医院を中心とした医療顧客

向け事業を会社分割の手法を用いて子会社化することといたしました。これによ

り、独立会社として経営責任の明確化を図るとともに、機動的な組織運営、経営資

源の選択と集中を実現し、成長市場である歯科医療分野における競争力の強化及び

当社グループ全体の企業価値向上を目指します。

（２）実施した会計処理の概要

　　　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　2019年１月16日）及び

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適

用指針第10号　2019年１月16日）に基づき、共通支配下の取引として処理しており

ます。
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（１） １株当たり純資産額 751円03銭

（２） １株当たり当期純利益 50円04銭

報告セグメント

ブ ラ ン ド 事 業
デジタルマーケ
テ ィ ン グ 事 業

オ フ シ ョ ア
関 連 事 業

合 計

オウンドメディア 524,182 - 23,806 547,989

経営サポート 538,866 - 11,581 550,448

ブランドコンサル 379,848 - - 379,848

Webコンサル - 144,545 11,642 156,188

ネット広告 - 3,410,714 118,522 3,529,237

顧客との契約から生
じる収益

1,442,898 3,555,260 165,553 5,163,712

その他の収益 - - - -

外部顧客への売上高 1,442,898 3,555,260 165,553 5,163,712

９．１株当たり情報に関する注記

10．収益認識に関する注記

（１）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

（２）収益を理解するための基礎となる情報

　「２.会計方針に関する事項」の「(４)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであ

ります。
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当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高）

　売掛金 528,580千円

顧客との契約から生じた債権（期末残高）

　売掛金 507,050千円

契約負債（期首残高） 127,787千円

契約負債（期末残高） 113,643千円

（３）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

　①契約資産及び契約負債の残高等

　連結貸借対照表上、契約負債は「前受金」に計上しております。契約負債は、主に

広告運用・制作に関する契約に基づく顧客からの前受金であります。契約負債は、収

益の認識に伴い取り崩されます。

　当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれてい

た額は、112,077千円であります。

　②残存履行義務に配分した取引価格

　当社グループにおいては、予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務

上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧

客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありませ

ん。

11．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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(2022年４月１日から
2023年３月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合　　　計資本準備金
そ　の　他
資本剰余金

資本剰余金
合　　　計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合　　　計繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 50,800 93,070 170,270 263,341 769,709 769,709 △ 26,703 1,057,147

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △19,126 △19,126 △19,126

自己株式の取得 △51 △51

新株予約権の発行

新株予約権の行使 1,318 1,318 1,318 2,637

新株予約権の消却

当 期 純 利 益 56,132 56,132 56,132

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当期変動額合計 1,318 1,318 ― 1,318 37,006 37,006 △51 39,592

当 期 末 残 高 52,119 94,389 170,270 264,659 806,715 806,715 △26,754 1,096,739

新株予約権 純資産合計

当 期 首 残 高 2,355 1,059,503

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △19,126

自己株式の取得 △51

新株予約権の発行 3,043 3,043

新株予約権の行使 2,637

新株予約権の消却 △74 △74

当 期 純 利 益 56,132

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

―

当 期 変 動 額 合 計 2,968 42,561

当 期 末 残 高 5,324 1,102,064

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）　金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 19 －



個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法を採用しております。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

①仕掛品

　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）を採用しております。

②貯蔵品

　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）を採用しております。

（３）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

　定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備

は定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　　建物　　　　　　　　６年～50年

　　工具器具備品　　　　２年～20年

②無形固定資産

自社利用のソフトウェアは、見込利用可能期間（５年以内）に基づく定額法によっ

ております。

③長期前払費用

定額法によっております。
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（４）引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備えるため、将来の賞与支給見込額のうち当期負担額を計

上しております。

（５）収益及び費用の計上基準

　当社は、下記の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。

　ステップ１：顧客との契約を識別する

　ステップ２：契約における履行義務を識別する

　ステップ３：取引価格を算定する

　ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する

　ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する

　当社では、顧客に対してオウンドメディア、経営サポート、ブランドコンサル、Webコ

ンサル、ネット広告等のサービスの提供をしております。

　オウンドメディアでは、主に、企業が自社で所有し、消費者に向けて発信するWebサ

イト、ランディングページ、バナー、パンフレット等の制作を行っております。

　ブランドコンサルにおいては、ブログやメールマガジン、SNSを活用し、顧客が収益

を拡大させるための記事コンテンツや動画コンテンツなどの企画・制作を請け負うコン

テンツ制作を行っております。

　Webコンサルにおいては、Webマーケティング戦略を立案し、サイトの分析を通じて課

題を明確にし、効率的な運用体制構築の支援等を提供しております。

　オウンドメディア、ブランドコンサル並びにWebコンサルのサービスの提供に関して

は、主に制作物の納品または役務提供により当該財またはサービスに対する支配が顧客

に移転し、当社の履行義務が充足されることから、当該一時点において収益を認識し、

また、一定の期間において当該権利を顧客が使用可能となるものやサービスを提供する

ものについては、当該一定の期間にわたり収益を認識しております。

　経営サポートにおいては、オウンドメディア構築を行った顧客に対し、成果を 大化

するためのサポート対応を行っております。具体的には、アクセス解析レポートの提

供、運用保守サービス等の提供を行っております。

　経営サポートに関しては主に契約期間の経過とともに履行義務が充足されるものであ

り、収益は当該履行義務が充足される契約期間における期間按分にて計上しておりま

す。
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　ネット広告においては、主に各種広告媒体への出稿およびクリエーティブ・サービス

を含む広告制作や各種コンテンツ提供等のサービスの提供を行っております。

　ネット広告に係る各種媒体への出稿に関しては、主としてメディアに広告出稿がなさ

れた時点から契約期間の経過とともに履行義務が充足されるものであり、一定の期間に

わたり収益を認識し、収益は当該履行義務が充足される契約期間における期間按分にて

計上しております。

　当社のサービスの収益はいずれも、販売契約における対価から、値引きなどを控除し

た金額で算定しております。また、契約の履行に対する主たる責任、在庫リスク、価格

設定の裁量権等を考慮すると、本人としての性質が強いと判断されるため、収益及び原

価を総額で計上しております。

　また、取引の対価は、履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重

大な金融要素は含んでおりません。

（６）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

　投資事業組合出資の会計処理

　投資事業組合への拠出額は出資金として認識し、同組合の当事業年度に属する損

益の持分相当額を出資金評価損益として処理しております。

２．会計方針の変更に関する注記

（１）時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

　当社は、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第31号　2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事

業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に定める経過的

な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来に

わたって適用することとしました。これによる、計算書類への影響はありませ

ん。

３．会計上の見積りに関する注記

　関係会社株式の評価

（１）当事業年度の貸借対照表に計上した金額

関係会社株式　　　　　　70,873千円

（２）識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報

　市場価格のない関係会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額としており

ます。今後、当該関係会社の財政状態の悪化や経営破綻等により、当該株式の実
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（１）有形固定資産の減価償却累計額 125,774千円

　関係会社に対する短期金銭債権

　関係会社に対する短期金銭債務

42,682千円

15,159千円

関係会社との取引高

営業取引による取引高

営業収益 156,847千円

営業費用 258,022千円

営業取引以外の取引による取引高 1,404千円

普通株式 25,785株

質価額が著しく低下した場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられ

る場合を除き評価損を計上し、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性が

あります。

　なお、当事業年度末時点において関係会社株式の実質価額は著しく低下してい

ないため、関係会社株式評価損は計上しておりません。

４．貸借対照表に関する注記

（２）関係会社に対する金銭債権、債務（区分掲記したものは除く）

５．損益計算書に関する注記

６．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
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繰延税金資産

賞与引当金 9,874

貸倒引当金 540

未払事業税 2,992

減損損失否認額 1,168

減価償却超過額 106

その他 13,816

繰延税金資産小計 28,499

評価性引当額 △10,603

繰延税金資産合計 17,896

繰延税金負債合計 ―

繰延税金資産の純額 17,896

種類
会社等の

名称

議決権等

の所有(被

所有)割合

関連当事者との関係
取引の

内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）
役員の

兼任等

事業上の

関係

子会社

株式会社

シンフォ

ニカル

所有

直接100％
兼任1名

管理業務

受託

制作委託

制作受託

管理業務

受託

注(1)

52,200 売掛金 9,240

制作受託

注(2)
59,351 売掛金 9,161

経費等の

立替
－ 立替金 17,609

設備の

提供
1,404 未収入金 257

制作委託

注(2)
30,462 － －

７．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位；千円）

８．関連当事者との取引に関する注記

　　子会社等

注．取引条件および取引条件の決定方法等

（１）管理業務受託費については、業務の内容を勘案して決定しております。

（２）一般的取引条件と同様に決定しております。
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（１）１株当たり純資産額 685円71銭

（２）１株当たり当期純利益 35円18銭

９．１株当たり情報に関する注記

10．収益認識に関する注記

　収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「10.収益認識に関する注記」

に記載されている内容と同一のため、記載を省略しております。

11．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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